
記入不要

記入不要
✓ ✓

✓

④ 種別
車両の種別を選択してください。
電動（定格出力）については、以下のとおりです。

0.6 Kw以下 → 第一種
0.6 Kw超0.8 Kw以下 → 第二種乙
0.8 Kw超1.0 Kw以下 → 第二種甲

⑤ 納税義務発生（変更）年月日
名古屋市へ転入した日付を記入してください。

⑥ 所有形態
自身で所有される場合は、「１自己所有」を選択してください。

⑦ 主たる定置場
車両を主に駐車する住所を記入してください。

⑧ 車名・車台番号・総排気量又は定格出力
「車名」欄には、メーカー名を記入してください。
「車台番号」欄には、車両のシリアル番号を記入してください。
「総排気量又は定格出力」欄は、単位を選択してください。

八丸だなもが、令和５年3月2日に名古屋市へ転入した場合

八丸 だなも

中区正木三丁目５番33号

メーカー名

Shigai324-9803 0.049

５ 3 2

12 6 21

① 申告の理由（新規）
転入による登録のため「□転入」をチェックしてください。

② 所有者・使用者
所有者と使用者が同一の場合は、所有者欄に住民登録地（法人の場合は、
本店所在地）を記入してください。
所有者と使用者が別人の場合は、所有者・使用者欄のそれぞれに住民登録
地等を記入してください。

③ 届出者
窓口に申告書を提出した方の情報を記入してください。

住民登録地を
記入してください

八丸 だなも

中区正木三丁目５番33号

080-●◆◆- ▲▲◆▲

080-●◆●- ●▲◆▲

●注意●
登録の申告時に、前登録地で廃車した際に交付された廃車申告受付書

を提出してください（転入前の納税義務者と一致することと、車両情報
を確認するために必要です。）。
また、前登録地で廃車手続きを行っていない場合は、登録の申告時に

標識番号（ナンバープレート）を出してください。（前登録地での登録
受付書がある場合は併せて出してください。）

名古屋市外から転入する場合の記載方法

①

②

③
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⑧


